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③請求日前1カ月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類（戸籍の抄本、戸籍の個人事項証明書

　または住民票のいずれかの書類）

⑤⑤

③請求日前1カ月以内に作成された、お二人の生存を証明できる書類（戸籍謄本、それぞれの戸籍抄本、

　戸籍の全部事項証明書、それぞれの戸籍の個人事項証明書または住民票のいずれかの書類）

（お二人またはそれぞれの代理人が手続きを行います。）

⑥年金分割の請求をされる方（代理人を含む）の本人確認ができる書類（運転免許証、パスポート、顔写

  真付きの住民基本台帳カード、印鑑およびその印鑑にかかる印鑑登録証明書のいずれかの書類）

　※代理人の場合は、代理人にかかる上記の書類のほかに、委任状（年金分割の合意書請求用）の「ご本

　　人（委任をする方）」欄に捺印した印鑑にかかる印鑑登録証明書が必要です。

⑤⑤

裁判所による手続きにより、年金分割の割合を定めたとき（お二人のうち、一方が手続きすることも可能です。）


